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〜遊びを通した育ちと学びを未来へつなぐ〜

鳥取県教育委員会

質の高い幼児教育

専門性の向上

教育・保育の相互理解

関係機関がつながる 家庭教育を支える



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

≪本プログラムにおける用語について≫ 

 本プログラムにおいては、鳥取県の現状を踏まえ、下記のように用語を使っています。 

 

◇幼児教育 

 ・園種や設置者の違いに関わらず、全ての乳幼児を対象とした教育・保育 
◇幼稚園・認定こども園・保育所等（又は園） 

 ・県内にある「幼稚園」「認定こども園」「保育所」「地域型保育事業所」「認可外（届出）保育施

設」及び「特別支援学校幼稚部」等の幼児教育・保育施設の総称 
◇小学校等 

 ・「小学校」「義務教育学校前期課程」「特別支援学校小学部」の総称 
◇幼稚園・認定こども園・保育所・小学校等 

 ・県内にある「幼稚園」「認定こども園」「保育所」「地域型保育事業所」「認可外（届出）保育施

設」及び「特別支援学校幼稚部」等の幼児教育・保育施設と「小学校」「義務教育学校前期課程」

「特別支援学校小学部」の総称 
◇保育者 

 ・幼稚園・認定こども園・保育所等に勤務する幼稚園教諭、保育教諭、保育士等の総称 
◇保育者等 

 ・上記保育者に加え、調理員、看護師等の総称 
◇教職員等 

 ・小学校等の教諭等及び幼稚園・認定こども園・保育所等の保育者等の総称 
 

本プログラムは、今後の本県の幼児教育の方向性とともに、県・県教育委員会、市町村・設置者、幼稚園・認

定こども園・保育所・小学校等が果たす役割、具体的な取組等を示すものです。 

【策定の経緯】 

・平成１６年５月 鳥取県幼児教育振興プログラム～ふるさと鳥取で育つ子ども～ 

・平成２５年３月 鳥取県幼児教育振興プログラム～遊びきる子ども～（改訂版） 

・令和元年１１月 鳥取県幼児教育振興プログラム～遊びきる子ども～（第２次改訂版） 

※今回の改訂にあわせ、名称を「第４次鳥取県幼児教育プログラム」として整理しています。 
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令和７年３月 

 

発    行 鳥取県教育委員会事務局小中学校課 
 

 
連 絡 先 鳥取県幼児教育センター 
電  話 （０８５７）２６－７９１５ 

ファクシミリ （０８５７）２６－８１７０ 

電子メール  shouchuugakkou@pref.tottori.lg.jp  
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